
住宅・建築物耐震化緊急支援事業   

○この制度は、国が、建築物所有者に直接補助を行
う事業です。 

 
○耐震診断・改修の申込みは、「住宅・建築物耐震化

緊急支援事業支援室」になります。 
    第一回募集 22年11月29日～12月22日 
    第二回募集 22年12月24日～23年1月28日 
    第三回募集 23年 2月 1日～2月28日 
 
○詳細は以下のホームページをご覧下さい。  

http://www.taishinka‐shien.jp/   

緊急支援建築物・分譲マンション 
耐震診断：２００万円／棟 

緊急支援建築物 
耐震改修：補助率 １／６ 

http://www.taishinka-shien.jp/
http://www.taishinka-shien.jp/


◇緊急支援建築物・分譲マンションの耐震診断 
 耐震診断を行う建築物の所有者等に対し、国が直接支援（限度額：２００万円／棟※１）します。 

 住宅・建築物耐震化緊急支援事業の概要（国から建物所有者への直接補助） 

公募※４ 

応募 

審査※５ ・採択  交付申請  補助金支払い※６ 

採択通知 
補助金 

交付申請 
補助金 

交付決定 

補助金
請求 

補助金 
支払い 

事業着手 事業完了 
採択通知をもって、交付申請以前
でも、事業着手が可能となります 

公募時期 
11/29～12/22 

採択通知は国土交通省が行いま
すが、公募、補助金交付申請・支
払い等の事務手続きについては、
事務事業者を通じて行います。 
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◇緊急支援建築物の耐震改修※２ 

 耐震改修を行う建築物の所有者等に対し、国が直接支援（耐震改修工事費※３の１／６）します。 

※１：1000㎡未満の建築物の場合は、限度額は２０００円/㎡となります。 

※４：本事業の詳細な内容については、募集要項を参照してください。また、本事業と、他の耐震化等に係る補助制度（他省庁や地
方公共団体の補助）との併用はできません。 

※５：応募案件の審査においては、国土交通省より、関係する地方公共団体に採択可否の問い合わせを行います。その結果、採択
できない場合もあります。また、耐震改修工事の計画の適切性については、所管行政庁の指導に基づいた耐震判定委員会等
第三者機関の判定・評価等が必要（採択後、耐震改修工事の着工までの間に必要）となります。（建築確認申請、耐震改修計
画の認定、全体計画の認定を取得する場合はこの限りではありません。） 

  （耐震判定委員会に関するHP: http://www.kenchiku-bosai.or.jp/Jimukyoku/NetWork/nwindex/nwindex61.htm） 
   耐震診断の結果及び関係図書については、事業終了後に国土交通省から関係地方公共団体に送付します。 
※６：24年度以降の出来高分については補助金が支払われません。 

※２：補助の対象は耐震改修のみです。建替えは対象外です。 
※３：耐震改修工事費には、調査設計計画費を含みます。また、耐震改修以外の工事を併せて行う場合は、耐震改修に係

る部分を明確に切り分けた費用が補助対象となります。 

【事業のスケジュール】 

２２年度補正予算限り 

http://www.kenchiku-bosai.or.jp/Jimukyoku/NetWork/nwindex/nwindex61.htm


 住宅・建築物耐震化緊急支援事業の概要（国から建物所有者への直接補助） 

※２：災害時要援護者関連建築物は、特定建築物のうち保育所、学校、老人ホーム、病院等の用に供する部分を含む建築物です。 
   なお、特定建築物とは、多数の者が利用する建築物等のことで、耐震改修促進法に定められています。一般的には３階建かつ1000㎡以上

の建築物ですが、幼稚園・保育所は２階建かつ500㎡以上、小中学校・老人ホーム等は２階建かつ1000㎡以上と、対象建築物が広くなって
います。 

  

※３：広く耐震診断・改修の補助制度の有無ではなく、当該建築物に対する補助制度の有無で判断してください。地方公共団体に補助制度が整
備されている場合は、地方公共団体の制度を活用してください。 
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沿
道
建
築
物 

②前面道路幅員が１２ｍ以下の場合 
 ６ｍの高さを超える建築物 

道路４ｍ 

６ｍ 

①前面道路幅員が１２ｍを超える場合 
 幅員の１／２の高さを超える建築物 

45° 

中央 

前面道路（L） 

沿
道
建
築
物 

高さ（L／２） 

高さ６ｍ 

【補助の対象となる建築物】 
 ①耐震診断はイ及びロの建築物、耐震改修はイの建築物 
  イ 緊急輸送道路沿道建築物、避難路等沿道建築物※１、災害時要援護者関連建築物※２ 

  ロ 分譲マンション（３階建かつ１０００㎡以上） 
 ②昭和５６年の建築基準法改正（新耐震基準適用）以前に建築着工されたもの 
 ③当該建築物に対する耐震診断・耐震改修の補助制度が未整備な市区町村の区域内に所在するもの※３ 

 ④平成22年度中に事業着手し、原則として平成23年度末までに完了するもの（平成２４年２月上旬までに実績報
告を行うもの） 

本事業の詳細な内容については、以下のホームページを参照してください。 
  住宅・建築物耐震化緊急支援事業実施支援室 http://www.taishinka‐shien.jp/ 

※１：緊急輸送道路沿道建築物及び避難路沿道等建
築物は、建築物の倒壊により道路が閉塞されるお
それのあるものが対象となります。道路の幅員と建
築物の高さに応じて対象建築物が定まります （右
図参照）。ただし、住宅については、マンションに限り
ます。 

   緊急輸送道路及び避難路は各地方公共団体の
地域防災計画において定められています。   

２２年度補正予算限り 

http://www.taishinka-shien.jp/
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応募・交付申請の手続きなどの流れ（国から建物所有者への直接補助） 

地方公共団体 国（事務事業者） 

    

民間事業者 

公募 

審査・採択 

交付決定 

額の確定・補助金交付 

交付申請 
/事業の実施 

実績報告 
（診断結果の報告） 

応募 

診断結果
の報告 

指導等 

応募 

採択通知 

交付申請 

交付決定 

実績報告 

額の確定 
補助金交付 

地方公共団体（耐震判定委員会） 国（事務事業者） 

    

民間事業者 

公募 

審査・採択 

交付決定 

額の確定・補助金交付 

交付申請 
（第三者による安全性の確認） 

/事業の実施 

実績報告 

応募 
応募 

採択通知 

交付申請 

交付決定 

実績報告 

額の確定 
補助金交付 

対象建築物 
の照会 

対象建築物の確認 
・報告 

報告 

耐
震
診
断 

耐
震
改
修  第三者として 

安全性の確認 
耐震判定委員会等の第三者組織
による判定等 
（建築確認申請、耐震改修計画の
認定、全体計画の認定） 

指導等 

照会 

確認 

対象建築物 
の照会 対象建築物の確認 

・報告 
報告 

２２年度補正予算限り 



事業着手の要件について（国から建物所有者への直接補助） 

× 
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平成22年度中に事業着手し、原則として平成23年度末までに完了するもの（平成２４年２月上旬までに実績報告
を行うもの）が補助の対象となります。 

23年3月末 

採
択
通
知 

【対象となる事業例】 

事業着手 
耐震診断 

OK 
事業着手 

23年度 

OK 耐震改修 

OK 事業着手 
耐震診断 

事業着手 OK 耐震改修 

事業着手 
耐震診断 

事業着手 
耐震改修 

NG 
NG 

事業着手 
耐震診断 

OK 
耐震改修 

事業着手 
耐震診断 

OK 
耐震改修 

遅くとも平成２３年３月末までに
事業着手することが条件です。 

採択通知をもって、交付申請以
前でも、事業着手が可能です。 

耐震診断後、ただちに耐震改修を行う予
定がある場合は、耐震診断と耐震改修
の両方に応募できます。この場合、耐震
診断の事業着手をもって耐震改修まで
行うことができます。 

※診断の結果、耐震性がありとされた場合には、 
 耐震改修を行うことはできません。 

事業着手は、事業の契約日で判
断する予定です。 

（耐震改修工事については、調査
設計費の契約等でも可とします） 

２２年度補正予算限り 



 （参考）通常の補助制度（地方公共団体の補助制度により実施） 
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○地方公共団体において、対象となる建築物に対する補助制度が整備されている場合は、民間補助事
業の採択はできません。地方公共団体による補助事業を利用してください。 

  広く耐震診断・改修の補助制度の有無ではなく、当該建築物に対する補助制度の有無で判断してください。（各地方公共団体にお

ける制度の整備状況は一覧表を参照） 

○地方公共団体による補助事業は、国の制度を活用している場合は、下表のような制度となっています。
ただし、各地方公共団体によって、独自に下表とは異なる補助率、補助額等を設定していることがあ
りますので、各地方公共団体に問い合わせてください。 

  

建物の種類 補助率 

緊急輸送道路沿道、地域防災計画に位
置づけられた建築物（避難所） 国と地方で２／３ 

避難道路沿道 国と地方で１／３ 

多数の者が利用する建築物 
（3階建、1,000㎡以上の百貨店等） 
※災害時要援護者関連建築物は、通常これに該当（緊急輸送
道路沿道等に該当する場合はそれぞれの補助率が適用） 

国と地方で２３％ 

特定建築物 

○耐震診断 
 ・国と地方で２／３ 

○耐震診断 
 ・国と地方で２／３ 
 ※地方公共団体が耐震診断を行う場合は、国と地方 

   で10／10 

○耐震改修 

建物の種類 補助率 

緊急輸送道路沿道 国と地方で２／３ 

避難道路沿道 国と地方で１／３ 

その他 国と地方で２３％ 

※各地方公共団体によって、独自に上とは異なる補助率、補助額等を設定していること
があります。 

※各地方公共団体によって、独自に上とは異なる補助率、補助
額等を設定していることがあります。 

○耐震改修 

住宅（マンションを含む） 



区     分 耐震診断 耐震改修 

災害拠点病院 
救命救急センター 
二次救急医療機関 

厚
生
労
働
省 

（耐震診断） 
医療施設耐震化促進事業 
（耐震改修） 
医療施設耐震化臨時特例交付金 

○補助率 
 国１／３、県１／３ 
○基準額 
 １か所あたり３００万円 

○補助率 
 国１／２、県１／２以内 
○基準額 
 ・災害拠点病院、救命救急センター：約23.4億円 
 ・二次救急医療機関：約14.2億円 

上記以外の 
病院・診療所等 ※ 

国
土
交
通
省 

◆地方公共団体に補助制度が整
備されている場合 
 
住宅・建築物安全ストック形成事
業（社会資本整備総合交付金） 

○補助率      
 ２／３（国＋地方） 
○限度額 
 1000～2000円／㎡ 

○補助率     
 ２３％～２／３（国＋地方） 
○限度額 
 １㎡当たり４７，３００円 
 （免震化の場合は８０，０００円） 

◆地方公共団体に補助制度が整
備されていない場合  
 
住宅・建築物耐震化緊急支援事
業（国から所有者への直接補助） 

○限度額 
 １棟あたり２００万円

 
 

○補助率 
  国１／６ 
○限度額 
 １㎡当たり４７，３００円 
 （免震化の場合は８０，０００円） 

 ※１ 住宅・建築物耐震化緊急支援事業（国から建物所有者への直接補助）の対象要件等は次のとおりです。  
  ①補助対象の建築物は、耐震改修促進法に定める特定建築物のうち、病院、老人ホーム等の用に供する部分を含む建築物 
      例１ ３階建てかつ１０００㎡以上の病院・診療所 
      例２ ２階建てかつ１０００㎡以上の老人保健施設・特別養護老人ホーム・有料老人ホーム等 
      例３ １階が診療所・デイサービス、２・３階が賃貸住宅で、合計１０００㎡以上の建築物    
  ②昭和５６年の建築基準法の改正（新耐震基準適用）以前に建築着工された建築物 
  ③当該建築物に対する耐震診断又は耐震改修の補助制度が未整備な市区町村の区域に所在すること 
  ④事業採択以降、平成22年度中に事業着手し、原則として平成23年度末までに完了するもの（平成２４年２月上旬までに実績報告を行うもの） 

  ⑤詳細は、住宅・建築物耐震化緊急支援事業実施支援室ホームページ http://www.taishinka‐shien.jp/の募集要項等を参照 

厚労省と国交省の補助制度の併用はできません。 

※２２年度補正予算限り！ 

 国交省の公募に応募が必要 

 （参考）病院等の耐震化支援制度～厚生労働省・国土交通省 
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詳細はＰ５参照 

http://www.taishinka-shien.jp/


区     分 耐震診断 耐震改修 

児童福祉施設（保
育所等を除く）、障
害者支援施設 等 厚

生
労
働
省 

社会福祉施設等耐震化等臨時特
例基金 補助なし 

 
 
 
 

○補助率  国１／２ 
 

保育所等  安心こども基金 ○補助率 国１／２ 

認知症高齢者グ
ループホーム等 

介護基盤緊急整備等臨時特例 
基金  ○補助率 定額 

災害時要援護者関
連建築物※ 

国
土
交
通
省 

◆地方公共団体に補助制度が整
備されている場合 
 
住宅・建築物安全ストック形成事
業（社会資本整備総合交付金） 

○補助率      
 ２／３（国＋地方） 
○限度額 
 1000～2000円／㎡ 

○補助率     
 ２３％～２／３（国＋地方） 
○限度額 
 １㎡当たり４７，３００円 
 （免震化の場合は８０，０００円） 

◆地方公共団体に補助制度が整
備されていない場合  
 
住宅・建築物耐震化緊急支援事
業（国から所有者への直接補助） 

○限度額 
 １棟あたり２００万円

 
 

○補助率 
  国１／６ 
○限度額 
 １㎡当たり47,300円 （免震化の場合は80,000円） 

 ※１ 住宅・建築物耐震化緊急支援事業（国から建物所有者への直接補助）の対象要件等は次のとおりです。  
  ①補助対象の建築物は、耐震改修促進法に定める特定建築物のうち、病院、保育所、老人ホーム等の用に供する部分を含む建築物 
      例１ ２階建てかつ１０００㎡以上の老人保健施設・特別養護老人ホーム・有料老人ホーム等 
      例２ ２階建てかつ５００㎡以上の保育所 
      例３ １階がデイサービス、２・３階が賃貸住宅で、合計１０００㎡以上の建築物    
  ②昭和５６年の建築基準法の改正（新耐震基準適用）以前に建築着工された建築物 
  ③当該建築物に対する耐震診断又は耐震改修の補助制度が未整備な市区町村の区域に所在すること 
  ④事業採択以降、平成22年度中に事業着手し、原則として平成23年度末までに完了するもの（平成２４年２月上旬までに実績報告を行うもの） 
  ⑤詳細は、住宅・建築物耐震化緊急支援事業実施支援室ホームページ http://www.taishinka‐shien.jp/の募集要項等を参照 

改修補助ついて、厚労省と国交省の補助の併用はできません。（診断は国交省補助、改修は厚労省補助とすることは可能） 

※２２年度補正予算限り！ 

 国交省の公募に応募が必要 

 （参考）福祉施設等の耐震化支援制度～厚生労働省・国土交通省 
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詳細はＰ５参照 

耐震診断は、国交
省の補助制度が活
用可能！ 

厚労省の補助制度で
対象外の施設は、国交
省の補助制度が活用
可能 

http://www.taishinka-shien.jp/


区     分 私学助成 国土交通省補助制度 

小学校、中学校、高校、
中等教育学校、特別支

援学校、幼稚園 

災害時要援護者関連建物（避難地
指定の有無は問わない） 

・耐震診断及び耐震補強事業費の 
 １／２（又は１／３）以内を補助 
 ※耐震診断単独の補助は不可 

・耐震診断：１棟あたり２００万円を限度
に補助 
（１,０００㎡未満の場合は、
2,０００円／㎡を限度に補
助） 

 
・耐震改修：耐震改修工事費の１／６を

補助 大学、短期大学、 
高等専門学校 

緊急輸送道路沿道の建築物及び
避難路等沿道建築物に該当する 
（避難地に指定されているものを含
む。） 

・耐震診断及び耐震補強事業費の 
 １／２以内を補助 
 ※耐震診断単独の補助は不可 

緊急輸送道路沿道の建築物及び
避難路等沿道建築物に該当しない － 

 【住宅・建築物耐震化緊急支援事業（国から建物所有者への直接補助）の対象要件等】  
  １．支援対象の建築物は、３階建てかつ延べ面積１,０００㎡（ただし幼稚園・２階建・５００㎡、小中学校等は２階建・１０００㎡）以上のものであること 
  ２．昭和５６年の建築基準法の改正（新耐震基準適用）以前に建築着工された建築物 
  ３．当該建築物に対する耐震診断又は耐震改修の補助制度が未整備な市区町村の区域に所在すること 
  ４．事業採択以降、平成22年度中に事業着手し、原則として平成23年度末までに完了するもの（平成２４年２月上旬までに実績報告を行うもの） 
  ５．詳細は、住宅・建築物耐震化緊急支援事業実施支援室ホームページ http://www.taishinka‐shien.jp/の募集要項等を参照 

※私学助成と国交省の補助制度の併用はできません。  （耐震診断は国交省補助、改修は文科省の私学助成とすることは可能） 

 （参考）学校施設の耐震化支援制度～文部科学省・国土交通省 
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